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新 旧 備考 

貿易保険共通運用規程 

 

平成29年４月１日 17‐制度‐00069 
沿革 平成29年６月13日 一部改正 

 

貿易保険共通運用規程 

 

平成29年４月１日 17‐制度‐00069 
 

 

第１条～第２条 （略） 

 

第１条～第２条 （略） 

 

 

（損失防止軽減義務） 

第３条 被保険者は、原則として、損失の発生の時から（貿易一般保険

約款（平成29年４月１日 17-制度-00001）第４条第14号による事故

にあっては決済期限から、貿易代金貸付（貸付金債権等）保険約款

（平成29年４月１日 17‐制度‐00002）第３条第11号による事故に

あっては償還期限から、貿易代金貸付（保証債務）保険約款（平成29

年４月１日 17‐制度‐00003）第３条第３号による事故にあっては

求償権の取得日から、限度額設定型貿易保険約款（平成29年４月１日 

17‐制度‐00004）第４条第14号による事故にあっては決済期限か

ら、中小企業・農林水産業輸出代金保険約款（平成29年４月１日 

17‐制度‐00005）第２条第11号による事故にあっては決済期限か

ら、簡易通知型包括保険約款（平成29年４月１日 17‐制度‐

00006）第12条第14号による事故にあっては決済期限から、前払輸入

保険約款（平成29年４月１日 17‐制度‐00008）第３条第10号によ

る事故にあっては前払金の返還期限から、海外事業資金貸付（貸付金

債権等）保険約款（平成29年４月１日 17‐制度‐00011）第３条第

11号による事故にあっては償還期限から、海外事業資金貸付（保証債

務）保険約款（平成29年４月１日 17‐制度‐00012）第２条第３号

による事故にあっては求償権の取得日から）損失の防止軽減に努めな

ければならない。ただし、損失の発生が不可避となった時は、その時

から損失の防止軽減に努めるものとする。 

２ 被保険者は、前項に規定する義務を履行するため、原則として、次

に掲げる措置その他必要な措置をとることとする。ただし、日本貿易

保険から別途指示を受けた場合には、この限りでない。 

一 （略） 

（損失防止軽減義務） 

第３条 被保険者は、原則として、損失の発生の時から（貿易一般保険

約款（平成29年４月１日 17-制度-00001）第４条第14号による事故に

あっては決済期限から、貿易代金貸付（貸付金債権等）保険約款（平

成29年４月１日 17‐制度‐00002）第３条第11号による事故にあって

は償還期限から、貿易代金貸付（保証債務）保険約款（平成29年４月

１日 17‐制度‐00003）第３条第３号による事故にあっては求償権の

取得日から、限度額設定型貿易保険約款（平成29年４月１日 17‐制

度‐00004）第４条第14号による事故にあっては決済期限から、中小企

業・農林水産業輸出代金保険約款（平成29年４月１日 17‐制度‐

00005）第２条第11号による事故にあっては決済期限から、簡易通知型

包括保険約款（平成29年４月１日 17‐制度‐00006）第12条第14号に

よる事故にあっては決済期限から、前払輸入保険約款（平成29年４月

１日 17‐制度‐00008）第３条第10号による事故にあっては前払金の

返還期限から、海外事業資金貸付（貸付金債権等）保険約款（平成29

年４月１日 17‐制度‐00011）第３条第11号による事故にあっては償

還期限から、海外事業資金貸付（保証債務）保険約款（平成29年４月

１日 17‐制度‐00012）第２条第３号による事故にあっては求償権の

取得日から）損失の防止軽減に努めなければならない。ただし、損失

の発生が不可避となった時は、その時から損失の防止軽減に努めるも

のとする。 

２ 被保険者は、前項に規定する義務を履行するため、原則として、次に

掲げる措置その他必要な措置をとることとする。ただし、日本貿易保険

から別途指示を受けた場合には、この限りでない。 

一 （略） 
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二 個別事案に応じて講ずる措置 

イ～へ （略） 

ト てん補事由又は契約上の債務不履行を生じさせている回収に係

る権利行使等の相手方に対し、損失等の発生の防止軽減又は回収

のために行う船積等により新たな債務を負わせる場合には、当該

新たな債務を負わせることが、保険の対象となる契約に基づく金

額であって回収、支払又は返還されておらずかつ回収に係る権利

行使等の相手方に対して請求できる一切の金額（延滞金利並びに

保険契約の対象とはならない部分に係る金額及びその延滞金利を

含む。）の回収を困難としないか、及び新たな損失等の発生の防止

軽減を妨げないかを検討し、損失等が既に発生している場合には、

その回収に資するものであるかを検討すること。その他、代替決

済手段の確保や、返済計画の作成又は変更、債権債務の相殺等、適

切な措置を考慮しながら債権の保全及び回収を行うこと。 

３～４ （略） 

 

二 個別事案に応じて講ずる措置 

イ～へ （略） 

ト てん補事由又は契約上の債務不履行を生じさせている回収に係

る権利行使等の相手方に対し、損失等の発生の防止軽減又は回収の

ために行う船積等により新たな債務を負わせる場合には、当該新た

な債務を負わせることが、保険の対象となる契約に基づく金額であ

って回収、支払又は返還されておらずかつ回収に係る権利行使等の

相手方に対して請求できる一切の金額（延滞金利並びに保険契約の

対象とはならない部分に係る金額及びその延滞金利を含む。）の回

収を困難としないか、及び新たな損失等の発生の防止軽減を妨げな

いかを検討し、損失等が既に発生している場合には、その回収に資

するものであるかを検討すること。その他、決済等の条件の変更や、

返済計画の作成又は変更、債権債務の相殺等、適切な措置を考慮し

ながら債権の保全及び回収を行うこと。 

３～４ （略） 

 

第４条～第９条 （略） 

 

第４条～第９条 （略） 

 

 

（控除利率） 

第10条 被保険者が貿易保険の各約款に規定する回収金を日本貿易保険

に納付する際、又は日本貿易保険が回収した金額について被保険者に

配分する際の計算に用いられる控除利率については、下表のとおり取

り扱うものとする。なお、別に特約により定められている場合にあっ

ては、その規定による。 

（表） 

保険

契約

締結

年度 

非常危険の場合 信用危険の場合 

第一回元本

回収日が平

成４年９月

30日以前の

場合 

第一回元本回収日が

平成４年10月１日以

後の場合 

第一回元本

回収日が平

成４年９月

30日以前の

場合 

第一回元

本回収日

が平成４

年10月１

日以後の

場合 

金利返

済 

計画合

金利返済 

計画合意

後 

（控除利率） 

第10条 被保険者が貿易保険の各約款に規定する回収金を日本貿易保険

に納付する際、又は日本貿易保険が回収した金額について被保険者に配

分する際の計算に用いられる控除利率については、下表のとおり取り扱

うものとする。なお、別に特約により定められている場合にあっては、

その規定による。 

（表） 

保険

契約

締結

年度 

非常危険の場合 信用危険の場合 

第一回元本

回収日が平

成４年９月

30日以前の

場合 

第一回元本回収日が

平成４年10月１日以

後の場合 

第一回元本

回収日が平

成４年９月

30日以前の

場合 

第一回元

本回収日

が平成４

年10月１

日以後の

場合 

金利返

済 

計画合

金利返済 

計画合意

後 

。 
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意前 

平成

元年

度以

前 

第一回元本

回収時に適

用した利率

又は「６％」

のいずれか

高い率 
６％ 

当該計画

金利又は

「６％」の

いずれか

高い率 

第一回元本

回収時に適

用した利率

又は「６％」

のいずれか

高い率 

原則とし

て、６％ 

（支払わ

れた利息

の 率 が

６％を超

える場合

は、当該利

息の率を

適用） 

平成

２年

度 

第一回元本

回収時に適

用した利率（

旧約款の規

定により「支

払われた利

息の率」又は

「６％」のい

ずれか高い

率が適用さ

れている。） 

当該計画

金利 

第一回元本

回収時に適

用した利率

（旧約款の

規定により

「支払われ

た利息の率

」又は「６％

」のいずれ

か高い率が

適用されて

いる。） 

平成

３年

度～

平成

12年

度 

０％ 

保険金支

払日にお

ける財政

融資資金

からの借

入金利（満

期一括償

還（５年以

内）） 

 

 

 

保険契

約締結

年度 

非常危険の場合 

信用危険の場合 金利返済計画合

意前 

金利返済計画合

意後 

平成13

年度以

降 

保険金支払日に

おける財政融資

資金からの借入

金利（満期一括償

還（５年以内）） 

当該計画金利 

保険金支払日における

財政融資資金からの借

入金利（満期一括償還

（５年以内）） 

意前 

平成

元年

度以

前 

第一回元本

回収時に適

用した利率

又は「６％」

のいずれか

高い率 
６％ 

当該計画

金利又は

「６％」の

いずれか

高い率 

第一回元本

回収時に適

用した利率

又は「６％」

のいずれか

高い率 

原則とし

て、６％ 

（支払わ

れた利息

の 率 が

６％を超

える場合

は、当該利

息の率を

適用） 

平成

２年

度 
第一回元本

回収時に適

用した利率（

旧約款の規

定により「支

払われた利

息の率」又は

「６％」のい

ずれか高い

率が適用さ

れている。） 

当該計画

金利 

第一回元本

回収時に適

用した利率（

旧約款の規

定により「支

払われた利

息の率」又は

「６％」のい

ずれか高い

率が適用さ

れている。） 

平成

３年

度以

降 

０％ 

保険金支

払日にお

ける貿易

再保険特

別会計の

財政融資

資金から

の借入金

利（満期一

括償還（５

年以内）） 

 

保 険

契 約

締 結

年度 

非常危険の場合 

信用危険の場合 
金利返済計画合意前 

金利返済計画

合意後 

平 成

13 年

度 以

降 

保険金支払日におけ

る貿易再保険特別会

計の財政融資資金か

らの借入金利（満期

一括償還（５年以

当該計画金利 

保険金支払日におけ

る貿易再保険特別会

計の財政融資資金か

らの借入金利（満期

一括償還（５年以
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（注） （略） 

内）） 内）） 

 

（注） （略） 

第11条～第19条 （略） 

 

第11条～第19条 （略）  

 

附 則 

この改正は、平成29年６月30日から実施する。 

 

  

 


